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黄川田大臣から認可書を受託者に手交いただきました！

公益信託
アジア コミュニティ

トラスト

地域まるごと
「こども応援」
公益信託

項目

三井住友信託銀行
三菱UFJ信託銀行
みずほ信託銀行
りそな銀行

特定非営利活動法人
全国こども食堂支援
センター・むすびえ

受託者

アジア諸国における社会開
発等のための助成金支給

こども食堂を支援する団体等
への助成金支給

公益事務の
概要

昭和54年（1979年）から約
５０年続く公益信託、助成金
の支給実績約10億円

当初信託財産が500万円と
小振りで、非営利活動法人が
受託者になる初のケース

特徴

新しい公益信託制度の「新規」及び旧制度からの「移行」それぞれの

第１号案件として、6/9付で認可を行いました。

新しい公益信託制度の１号案件誕生！
新規認可・旧制度からの移行認可

地域まるごと「こども応援」公益信託

公益信託アジア コミュニティ トラスト

新規

移行

認可を行った２団体

手交式の様子は次頁

両案件の概要
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手交式の様子

黄川田仁志内閣府特命担当大臣より許可書を手交

「地域まるごと「こども応援」公益信託」の
認可書交付
（受託者：認定NPO法人むすびえ 三島理事長）

「公益信託アジア コミュニティ トラスト」の
認可書交付
（代表受託者：三井住友信託銀行 米山社長）

関係者との意見交換記念撮影

内閣府公益信託イメ―ジキャラクター
「こうえきしんたくん」

まずはお気軽にご相談を｜オフィスアワー開催中！

内閣府では公益信託の委託者・受託者になるかもしれない方を対象とした
相談窓口「オフィスアワー」を開催しています。
公益信託の制度に関すること、申請に関することなど、お気軽にご相談
ください。

https://www.koeki-info.go.jp/trust/zjwpxd6bhl.html

▼詳細・お問い合わせはこちら

毎週
月・火
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令和８年度相談会事業について
～公益法人制度の普及促進のための相談会形式による広報業務について～

ーー相談会事業とはーー

ーー今年度の予定ーー

【令和８年】

第１回 ６月23日(火) オンライン方式 終了

第２回 ７月13日(月) 東京都内・対面方式 現在受付中

第３回 ７月30日(木) 大阪市内・対面方式

第４回 ８月25日(火) オンライン方式

第５回 ９月10日(木) 仙台市内・対面方式

第６回 ９月29日(火) オンライン方式 ★

第７回 10月21日(水) オンライン方式

第８回 10月30日(金) 東京都内・対面方式 ★

第９回 11月17日(火) オンライン方式

第10回 11月27日(金) 名古屋市内・対面方式

第11回 12月11日(金) 大阪市内・対面方式

第12回 12月22日(火) オンライン方式

【令和９年】

第13回 １月下旬 東京都内・対面方式

第14回 ２月16日(火) オンライン方式 ★

第15回 ３月３日(水) オンライン方式

平成22年度より、内閣府では公益法人及び公益認定申請を検討する
⼀般法人等を対象に、法人運営に係る支援や公益認定申請に係る手続

等について、内閣府が委嘱する相談員（弁護士、公認会計士等）が個別
相談に応じる相談会（対面方式・オンライン方式）を行っています。
令和７年度からは、公益信託制度・認可に関するご相談も受付ており

ます。

★印は、財務規律と新公益会
計基準（令和６年度）に関す
る相談会です。

※応募の詳細は、委員会だより、公益法人information、メール
マガジン、Xにより順次公表してまいります。
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新たに認定を受けた公益法人の活動内容についてご紹介します。

新 規 認 定 法 人 の ご 紹 介

公益財団法人リタ市民アセット財団（令和８年１月22日認定）

【事業目的（定款内容） 】
すべてのいのちは互いにつながリ合っているという認識のもと、人は皆よリ良く生きる権

利と可能性を持っておリ、そのために自分自身が他者と社会に関係していくという「利他」
の理念に立ち、平和、人権、環境、福祉、文化及び地域課題等の実現や解決に向けた公益活
動に取り組む団体や個人への支援を通して市民等の公益活動の発展によって形成される豊
かで誰もが安心できる継続した「場」を実現するため、公益目的のための施設貸与、助成、学
習機会の創出及びそのための資産の受入等を通じて不特定多数のものの利益の増進に寄
与し、光と希望ある未来を創造することを目的とする。

【主な事業（令和８年４月現在）】
⑴ 志ある団体・個人からアセット（土地・建物等）の管理委託

等を受け、公益活動を行う団体や個人に貸与する事業

⑵ 市民等が所有する資産や空き家などのご寄付等の受け皿

となり、それを公益に資する活動へ活かしていく事業

⑶ 公益活動に関係する講座やセミナーの開催

【公式サイト】 https://rita.or.jp/
※ 詳細は法人ホームページにてご確認ください

公益財団法人ヒロテック財団（令和８年２月４日認定）

【事業目的（定款内容） 】

金属製品及び金属加工技術に関する研究開発に係る助成を通じて技術革新を図り、

世界に通用する技術の開発を支援することで、日本における製造業の発展ひいては

社会の発展に寄与することを目的とする。

【主な事業（令和８年４月現在）】

国内の大学や研究者による金属製品・加工技術の
革新的研究に対し、助成を行う。

金属製品及び金属加工技術の研究開発を助成し、
技術革新を通じて日本の製造業と社会の発展に
寄与することを目的とする。

研究内容の先駆性・独創性を重視し、学術及び科学
技術の振興に資することを選考基準とし、研究成果
の報告と公開を通じて透明性を確保する。

【公式サイト】 https://hirotec-foundation.org/

※ 詳細は法人ホームページにてご確認ください
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新 規 認 定 法 人 の ご 紹 介
【事業目的（定款内容）】

ゲーム文化の振興を図るため、ゲームクリエイターに対する助成支援を行い、もって
文化的で豊かな社会の形成に寄与することを目的とする。

【主な事業（令和8年4月現在）】

〇 助成金給付事業

個人・グループ・団体を問わず、コンピューター

ゲーム制作に携わる方々の挑戦を支援しています。

誰もが経済的な不安なく挑戦できる環境を作り、

ゲーム文化の振興に寄与しています。

【公式サイト】 https://ponos-foundation.org/

公益財団法人ポノス財団（令和８年２月４日認定）

※ 詳細は法人ホームページにてご確認ください

公益財団法人長嶺財団（令和８年２月１２日認定）

【事業目的（定款内容） 】

沖縄県における特有の歴史的、地理的、社会的背景を踏まえ、進学環境や経済的課

題に直面する若者に対して、教育の機会均等を図ることを目的として、奨学金の給付

その他これに附帯関連する事業を行うことにより、地域社会の持続的な発展と、全国

的な人材循環の促進に寄与することを目的とする。

【主な事業（令和８年４月現在）】

【公式サイト】 https://nagaminezaidan.org/

※ 詳細は法人ホームページにてご確認ください

○ 奨学金の給付

沖縄県に縁のある（本人または保護者が沖縄
県内に住民票を有する）、専門学校、大学または
大学院に在籍する成績優秀な学生に対し、年額
36万円の返済不要の奨学金を給付します。

令和７年度は、８名の奨学生への給付を決定
しました。
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新 規 認 定 法 人 の ご 紹 介公益財団法人佐々木洋寧奨学財団（令和８年２月１２日認定）

【事業目的（定款内容） 】

経済的理由による修学困難者への奨学援助及び若者の成長を図る自立支援活動

を行うことで、次世代を担う若者へ「学び」と「成長」の機会を提供し、一人ひとりの可

能性を育み自らの力で未来へと踏む出せる社会構築に寄与することを目的とする。

【主な事業（令和８年4月現在）】
(1) 奨学金の給付

(2) 若者の成長に向けた育成・自立支援

※ 詳細は法人ホームページにてご確認ください

【公式サイト】 https://h-sasaki.org/

経済的理由により修学が困難な学生に対
し奨学金の給付を行い、学業の継続及び進学
機会の確保を支援している。これにより、安
心して学びに取り組める環境の整備を図り、
将来社会に貢献し得る人材の育成に寄与して
いる。

若者が自らの意思で未来を切り拓く力を
育むことを目的として、学びや成長の機会の
提供を行っている。主体的な挑戦を後押しし、
社会の中で自立し活躍できる人材の育成に
取り組んでいる。

公益社団法人全国ペット協会（令和８年2月20日認定）

【事業目的（定款内容） 】

本協会は、ペット業界の発展及び社会的地位の向上を目指し、ペット業従業者の教

育等の事業を行い、人とペットの共生が可能な社会環境の構築に貢献したいと考えて

います。

また、日々の業務を通じて動物愛護の精神を多くの方々へ伝えることを目的として

います。

【主な事業（令和８年４月現在）】

ペット関連事業者と連携してペットを愛玩する一般消

費者の利益を増進する事業として以下を行っています。

（１）家庭動物管理士資格認定事業

（２）ペット関連事業者向けセミナー事業

（３）消費者向けアンケートの収集研究事業

（４）法令等に基づいて必要となる書籍等の販売

【公式サイト】 https://zpk.or.jp/

※ 詳細は法人ホームページにてご確認ください
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■公益認定申請・法人運営、公益信託に関する内閣府相談窓口

公益法人information

トップページ 「窓口相談」

電話 ０３(５４０３)９６６９

公益認定の申請や公益法人の

運営、公益信託制度に関し、専

門相談員による電話相談を実施

しています。

電話 ０３(５４０３)９６６９

時間 平日10時～16時45分

本 誌 に つ い て の 問 い 合 せ 先
内 閣 府 公 益 認 定 等 委 員 会 事 務 局 広 報 係

本誌の掲載内容を引用される際は、必ず内閣府の出典を明示し、原典の引用をお願いいたします。

電話 ０ ３ － ５ ４ ０ ３ － ９ ５ ５ ５

公益認定申請・法人運営等、公益信託に係る相談について
公益認定申請を予定されている法人、法人運営（事業報告書の書き方、理事会・評議員会の運営、

変更認定申請等）並びに公益信託制度についてのご相談は、以下の窓口をご活用ください。

■ 国 ・ 都 道 府 県 公 式 公 益 法 人 行 政 総 合 情 報 サ イ ト
「公益法人information」<https://www.koeki-info.go.jp/>について

■電話相談 ■電子申請システムに
関するお問い合わせ

電話 ０３ (５４０３) ９５８７

０３ (５４０３) ９５２７

平日 ９時～１２時

１３時～１７時３０分

（12時～13時は対応していません。）

これから公益認定の申請及び公益信

託に着手されようとする一般社団法人

及び一般財団法人等を対象に窓口相談

を実施しています。

詳細につきましては、下記のホーム

ページをご覧ください。

■窓口相談《要事前申込》

電子申請システムの操作方法、

エラーの解決方法などの相談に

対応しています。

８

各ページ右上の「電子申請窓口」からログインできます。

各種ＳＮＳ・メールマガジンで、公益法人・
公益信託に関する情報発信を行っています。

公益法人制度、公益信託に関する各種情報を
掲載しています。
個別の公益法人の検索もできます。

■ 公 益 認 定 申 請 及 び 公 益 法 人 の 運 営 等 に 関 す る 相 談 会

内閣府が委嘱する相談員（弁護士、公認会計士等）による無料の相談会を開催いたします。
令和８年７月の開催状況は下記のとおりです。※相談時間：50分≪要事前申込≫  

・７月１３日（月）第２回相談会 対面方式 東京都開催

・７月（下旬） 第３回相談会 ※ 詳細が決まり次第、公益法人information）にてお知らせいたします。

詳細は、公益法人informationホーム➔「委員会等からの情報を知る」➔「各種イベント等のお知らせ・スケジュール」

➔「セミナー、相談会、フォーラム」➔「相談会」




